
資料１ 

参加要件の確認方法と確認結果の概要等 

１．大学入試英語成績提供システム 

 「大学入学共通テスト実施方針」（平成 29 年７月 13日、文部科学省公表。以下「実施方針」

という。）では、高等学校学習指導要領における英語教育の抜本的改革を踏まえ、大学入学者

選抜においても、「聞く」「読む」「話す」「書く」の４技能を適切に評価するため、共通テス

ト（注）の枠組みにおいて、現に民間事業者等により広く実施され、一定の評価が定着して

いる資格・検定試験を活用するとされた。

（注）実施方針において、大学入試センター試験に代わる新たなテストとして、平成 32 年度（平成 33年度入

学者選抜）から「大学入学共通テスト」を実施することとされた。 

 これを具体化するための仕組みとして、独立行政法人大学入試センター（以下「センター」

という。）において「大学入試英語成績提供システム」（以下「成績提供システム」という。）

を設けることとした。 

２．成績提供システムへの参加要件 

 成績提供システムには、一定の参加要件を満たすことが確認され、資格・検定試験実施主

体（以下「実施主体」という。）とセンターとの間で協定書が取り交わされた資格・検定試験

が参加することになる。 

 このため、センターに設置する「新テスト実施企画委員会」の意見を踏まえ、文部科学省

と協議の上、センター理事長が「大学入試英語成績提供システム参加要件」（平成 29年 11

月１日、理事長裁定）を定め、平成 29年 11 月 24日から 12月 20 日まで参加申込の受付を行

った。 

その結果、７つの実施主体から合計 24の資格・検定試験について申込がなされた（平成

29年 12月 26日公表済み）。 

３．参加要件の確認方法 

センターでは、成績提供システムの適切な運営を図るため、関係分野の有識者等で構成す

る大学入試英語成績提供システム運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置した（平

成 29年 11月１日、理事長裁定）。 

運営委員会は、理事長の求めに応じ、成績提供システムへの参加を希望する実施主体及び

資格・検定試験が参加要件を満たしていることの確認等に係る手続、成績提供システムの改

善その他の成績提供システムの運営に関する重要事項について、専門的な見地から検討し、

理事長に意見を述べる。 

理事長は、運営委員会の意見を尊重し、文部科学省との緊密な連携の下に、成績提供シス

テムの運営に努めることとしている。

なお、参加要件のうち、高等学校学習指導要領との整合性及びＣＥＦＲとの対応関係（段

階別表示）等については、文部科学省において対応する。 

 運営委員会においては、参加申込のあった実施主体及び資格・検定試験が参加要件を満た

しているか否かを確認するため、各実施主体からの意見聴取を含め、専門的見地からの検討

を行い、このたび、その確認結果を理事長に報告した。なお、文部科学省における検討結果

についても報告を受け、確認結果に反映している。 



                 

４．確認結果の概要 

 参加申込のあった７実施主体・24の資格・検定試験に係る参加要件の確認結果は、次の通

り。（資料２～６） 

（１）７実施主体の 22資格・検定試験について、参加要件を満たしていることを確認した。 

（２）１実施主体の１資格・検定試験について、条件付きで、参加要件を満たしているとみ

なすことができるものと判断した。（資料３） 

（３）その他の資格・検定試験については、現時点では、参加要件を満たしていると確認す

ることはできないものと判断した。（１実施主体の１資格・検定試験、１実施主体の１資

格・検定試験のうち一部の方式によるもの。）（資料６） 

 あわせて、運営委員会においては、「各実施主体に対し今後一層の取組を求めたい事項」を

取りまとめた。その内容についても、参加要件の確認結果とともに各実施主体に伝え、一層

の取組を促すこととしている。（資料５） 

 

５．今後の予定 

今回、参加要件を満たしていることが確認された資格・検定試験については、今後、各実

施主体とセンターとの間で協定書を取り交わした上で、平成 32年度（2020年度）に実施さ

れる平成 33年度入学者選抜から、成績提供システム（注）に参加することとなる予定である。

このため、センター、文部科学省、各実施主体において、所要の準備を進める。 

（注）成績提供システムでは、参加する資格・検定試験について、受検生からセンターへの成績送付の依頼

があった回の成績を、センターが一元的に集約し、要請のあった大学等に対し提供する。集約・提供す

る成績は、各実施主体が定めるスコア（バンド表示も含む。）、ＣＥＦＲの段階別表示及び合否（判定し

ている場合）を基本とする。 

なお、各資格・検定試験の受検機会の確保（実施会場の設定、実施回数等）に資するため、

今後、文部科学省において、各高等学校等を対象とした意向調査を実施する予定である。 


